
３－13－１ 

災害救助法の規定による救助又はその応援の実施に関して必要な事項を 

日本赤十字社栃木県支部に委託する契約書 

 

第１条 栃木県知事（以下「甲」という。）は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）

第１６条の規定により、非常災害の場合における救助又はその応援の実施に関して必要

な事項を日本赤十字社栃木県支部長（以下「乙」という。）に委託する。 

第２条 乙は、甲が災害救助法を適用した場合又は、災害救助法第１４条の規定に基づき応

援をなす場合であって、乙に救助又はその応援を要請した場合に、前条の規定により委託

する事項（以下「委託事項」という。）を実施するものとする。 

第３条 委託事項の種類、範囲等は次のとおりとする。なお、各委託事項の程度、方法及び

期間は、災害救助法施行細則（昭和３５年５月２日栃木県規則第３５号）の定めるところ

によるものとする。 

 (1) 避難所の設置 

  甲等が行う避難所の設置の支援として、次の事項を必要に応じて行うものであること。 

  ア 生活環境の整備 

    救援物資の配布や衛生管理対策を含めた生活環境の整備を行うものであること。 

  イ こころのケア 

    災害の発生直後における被災者の精神的なショック、避難生活による心労に対し、

健康相談等のこころのケアを応急的に行うものであること。 

(2) 医療及び助産 

  ア 医療 

災害のため医療の途を失った者に対して、応急的に処置するものであること。 

  イ 助産 

災害のため助産の途を失った者に対して行うものであること。 

 (3) 死体の処理 

  災害の際死亡した者について、以下の処理を行うものであること。 

  (1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

  (2) 検案 

２ 緊急に委託の範囲を広げなければならない場合にあっては、甲は法第 4 条に規定され

る救助の範囲内において、必要な事項を乙に委託することができる。この場合は、甲乙協

議のうえ、直ちに書面等により委託事項を明確にするものとする。 

第４条 委託事項の処理は、乙が編成する救護班等によって行うものとする。 

第５条 委託事項を実施するために必要な費用は、別表に定めるところにより乙が支弁す

るものとする。 

第６条 甲は、前条により乙が支弁した費用のうち、その費用に充当すべき寄付金、その他

の収入を控除した額を乙の補償請求に基づきこれを負担する。 
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２ 前項に規定する寄付金その他の収入とは、乙が当該災害の際特に救助又はその応援の

ため使用することを指定して受けた金品をいい、国又は地方公共団体の災害設備整備に

要する補助金、日本赤十字社募金及び一般義援金は含まない。 

３ 第１項の補償請求は「災害救助法第１９条の規定による補償請求書（別紙様式）」によ

り行うものとする。 

４ 補償請求に際し、提出する書類のうち、乙の支弁費用にかかる証拠書類等については、

その写しを添付することとし、正本は乙が保管する。 

第７条 第３条各号に規定する処理の範囲を越えて行った費用は、乙が負担するものとす

る。 

第８条 甲は、乙がこの契約に基づいて、第３条に規定する委託事項を実施する場合であっ

ても災害の状況に応じ、必要と認めるときは、第３条各号に掲げる事項を実施することが

できるものとする。 

第９条 乙が行う委託事項の実施にあたっては、甲はこれを援助するものとする。 

第１０条 前各号に定めるもののほか、委託事項の実施に関して必要な事項については、甲

乙協議のうえ、これを定めるものとする。 

第１１条 災害救助法の規定による救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤

十字社栃木県支部に委託する契約（昭和４２年９月１日締結）は、この契約の締結と同時

に廃止する。 

 

この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自そ

の１通を保有するものとする。 

 

令和元年９月３０日 

 

甲 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

栃木県 

知  事  福 田  富 一 

 

 

乙 宇都宮市若草１丁目１０番６号 とちぎ福祉プラザ内 

                日本赤十字社栃木県支部 

                  事務局長  入 野  好 市 

  

- 2 -



３－13－１ 

別表 

契約書第５条の委託事項支弁費用区分表 

 

費用区分 範囲及び算定基準 

人件費 委託事項の実施に従事した救護員の旅費、役務提供の対価に相当す

る費用（日本赤十字社の現職の有給職員を除く。）、時間外手当及び深

夜手当について、日本赤十字社の定めている日本赤十字社旅費規則、

日本赤十字社救護規則第２８条の規定による費用弁償に関する規定

及び日本赤十字社職員給与要綱により算定した額とする。 

１ 旅費 

２ 役務費 

３ 時間外手当及び深夜手当 

救助費 １ 避難所の設置 

 (1) 生活環境の整備 

  生活環境の整備のために使用した器物の購入費又は借上料等の

実費とする。 

 (2) こころのケア 

  こころのケアのために使用した消耗品及び消耗材料等の購入費

又は借上料等の実費とする。 

２ 医療及び助産 

医療及び助産のために使用した薬剤、治療材料、衛生材料、医療器

具破損修理等の実費とする。 

３ 死体の処理 

 (1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

  死体の洗浄、縫合、消毒等の処置として災害救助法施行細則（昭

和３５年栃木県規則第３５号）で定める基準による。 

 (2) 検案 

  検案の処置のために使用した材料、器具破損処理等の実費とす

る。 

４ その他必要な事項 

 (1) 救護所設置のために使用した救護器財費、消耗器財費、建物

等の借上料及び破損修理を含む損料の実費とする。 

 (2) 上記(1)のほか、委託した事項の実施のために要した費用の実

費とする。 

輸送費  委託事項の実施のために必要な輸送費についての当該地域におけ

る通常の実費とする。 
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賃金職員等 

雇上費 

 委託事項の実施のために必要な賃金職員等雇上費についての当該

地域における通常の実費とする。 

扶助費  委託事項の実施に従事した救護員（日本赤十字社の有給職員を除

く。）が、業務上の理由により負傷し、疾病にかかり又は死亡したと

き、その者又はその者の遺族に対し、日本赤十字社法第３２条の規定

によって、支給した扶助金の額とする。 

１ 療養扶助金 

２ 休業扶助金 

３ 障害扶助金 

４ 遺族扶助金 

５ 埋葬扶助金 

６ 打切扶助金 

事務費  委託事項の実施のための事務処理に使用した文房具等の消耗品費、

通信運搬費等の実費とする。 

１ 消耗品費 

２ 通信運搬費 

３ その他 
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別紙様式 

 

災害救助法第１９条の規定による補償請求書 

 

災害救助法第１６条の規定による委託事項に基づき、災害に際して実施した救助（の応

援）にかかる当社が支弁した費用に対する補償を同法第１９条の規定により下記のとおり

請求します。 

 

   年 月 日 

日本赤十字社栃木県支部 役職 氏名 印   

 

 栃木県知事          様 

 

１ 請求金額    金          円也 

  支弁費用総額             円 

  寄附金その他の収入額         円 

 

２ 救助の種類及び期間 

救助の種類 期  間 摘  要 

   

 

３ 支弁費用の明細 

  支弁用明細書（別紙）のとおり 
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（別紙） 

支弁費用明細書 

区 分 金 額 備 考 

１ 人件費 

（１）旅費 

（２）役務費 

（３）時間外手当及び深夜手当 

２ 救助費 

（１）避難所の設置 

 ア 生活環境の整備 

 イ こころのケア 

（２）医療及び助産 

 ア 医療 

 イ 助産 

（３）死体の処理 

 ア 死体の洗浄、縫合、消毒等 

 イ 検案 

（４）その他必要な事項 

３ 輸送費 

４ 賃金職員等雇上費 

５ 扶助費 

（１）療養扶助金 

（２）休業扶助金 

（３）障害扶助金 

（４）遺族扶助金 

（５）葬祭扶助金 

（６）打切扶助金 

６ 事務費 

（１）消耗品費 

（２）通信運搬費 

（３）その他 

  

合  計   

（注意）この費用明細書の各費目ごとの明細は内訳として添付すること。 
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医療圏別保健医療福祉
調整本部

(広域健康福祉センター等)
（事務局：広域健康福祉センター）

災害拠点病院
（被災地外）

災害時緊急連絡体制図

県保健医療福祉調整本部
（保健福祉部）

（事務局：保健福祉課）

災害発生

消防本部

県災害対策本部
（事務局長：危機管理防災局長）

情報共有･連携

状況
報告

ＤＭＡＴ
出動要請

自衛隊

自衛隊派遣要請
ＳＣＵ協力要請

県医師会
県歯科医師会
県看護協会
県薬剤師会
県柔道整復師会

県栄養士会
日本赤十字社
県支部

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾁｰﾑ
統括:県医師会長

DMAT調整班
（DMAT県調整本部）

総合調整班

情報共有・連携

地域災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

DMAT活動
拠点本部

（災害拠点
病院等）

郡市医師会
地区歯科医師会
看護協会地区支部

地域薬剤師会
地区柔道整復師会

支部栄養士会
地元市町等
地元消防本部 等

ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ

ドクターヘリ
出動要請

必要に応じて
出動調整

救護所・避難所
自衛隊
派遣

ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ
出動

出務要請
医療救護班の
派遣要請

統括DMAT 統括災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

医療関係団体
等

統括災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

統括ＤＭＡＴ
※選定順位に基づき
出務要請

出務要請

医療関係
団体等

統括
DMAT

宇都宮市
保健所

DMAT

県警

厚生労働省
（ＤＭＡＴ事務局）
他都道府県

他都道府県ＤＭＡＴ
派遣要請

広域医療搬送要請

DMAT活動指揮所

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部
（陸上自衛隊北宇都宮駐屯地内）

統括
DMAT

指
示
等

指示等

被災地外
広域搬送拠点

他都道府県
DMAT派遣

広域
搬送

情報共有・連携

出務

出務

出務

出務
要請

広域
搬送

域内
搬送

広域健康
福祉ｾﾝﾀｰ

被害状況等報告

管内医療機関

被害状況等
確認

ＳＣＵの
設置・運営

統括
DMAT

DMAT

ＤＭＡＴ
出動要請

ＤＭＡＴ
参集場所

DMAT
出動

DMAT

情報共有･連携

消防機関

DMAT 県

自衛隊

必要に応じて
出動要請

地域災害医療コーディ
ネーター派遣要請

職員派遣

事務局：医療政策課

地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾈｰﾄﾁｰﾑ
統括:地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

被災地内

医療救護班
（日赤救護班、

JMAT）派遣

地元医療
機関等

被害が大きい地域
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３－13－４ 入所施設を有する助産所一覧表
(R6.4.1現在）

施設名 所在地 電話番号 入所施設数

ことり助産院 鹿沼市上南摩町92-25 0289-77-3553 2

まざぁ～ずへいぶん佐藤助産院 下野市薬師寺3178-10 0285-44-3603 2

こうのとり助産院 大田原市中田原499-13 0287-48-7775 3

きらり助産院 那須塩原市四区町727-261 0287-47-7754 2

ママと赤ちゃんの家 那須塩原市埼玉451-1 0287-62-9809 2
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